
●接種期間

10月1日㈬～12月31日㈬
●対象
生後６か月以上　※2歳～小学生は 「注射 2回」か 
「経鼻1回」のどちらかを選べます。
●接種方法
ホームページか10月に全戸配布する
チラシに掲載の指定医療機関に直接
予約してください。
●接種料金

60 歳以上　  1,500円
19～59歳　2,500円
生後６か月～高校３年生相当　無料
直接医療機関でお支払いください。
●必要なもの
・マイナンバーカードなど（生年月日が分かるもの）
・18歳以下は母子健康手帳

接 種 開 始予 防
問津奈木町ほけん福祉課福祉班　☎７８－３１１５（内１２５）

インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行に備えて、10月から２つの予防接種が始まります。
予防接種は感染予防に加え、感染したときの重症化を抑えることができます。予防接種後、免疫がつくまでに、
約２週間かかります。流行する前になるべく早くワクチン接種を受けましょう。
新型コロナワクチンとインフルエンザ予防接種は同時接種できます。接種するときは医療機関にご確認ください。

新型コロナワクチン 　インフルエンザ予防接種
●接種期間

10月1日㈬～令和８年３月31日㈫
●対象　次のどちらかに当てはまる接種を希望する人
①接種日で満 65歳以上の人
②接種日で満 60~64 歳で、心臓・腎臓・呼吸器疾患・
血液および免疫疾患などの障がい（身体障がい者手
帳１級程度）のある人
●接種方法
ホームページか10月に全戸配布する
チラシに掲載の指定医療機関に直接
予約してください。
●接種料金

１人１回限り  4,600円
直接医療機関でお支払いください。
※対象者に当てはまらない人は全額自己負担です。
●必要なもの
・マイナンバーカードなど（生年月日が分かるもの）
・②は身体障がい者手帳

指定医療機関以外での接種を希望する人へ
長期入院や施設への入所、かかりつけ医が水俣・芦北地域以外など、やむを得ない事情で指定医療機関以
外での接種を希望する人は、必ず接種前にほけん福祉課福祉班へご相談ください。
●対象　次のどちらかに当てはまる接種を希望する人
①接種日で満 65歳以上の人
②接種日で満 60~64 歳で、心臓・腎臓・呼吸器疾患・血液および免疫疾患などの障がい（身体障がい者
手帳１級程度）のある人

新型コロナ・インフルエンザ

13 TSUNAGI　   TSUNAGI 12

問い合わせ 農林水産課　☎７８－３１１２（内２４１）　

農業者への支援
農業・漁業の担い手（後継者）の育成・支援、
作業負担の軽減や継続的で安定した経営を応
援するため、各種補助制度を設けています。
予算がなくなり次第終了します。　

  10/17㈮
申込期限

　■  農作業負担軽減・資材の購入

作業の省力化や効率化につながる機械などの購入費の
一部を補助します。
▶対　象 ①専業者　
　　　　　　認定農業者、認定新規就農者など
　　　　 　②兼業者　
　　　　　　農業収入がある人など

▶補助率 2分の1以内
　　　　　上限：専業者50万円
　　　　　※1台10万円以上の機械などが対象。
　　　　　※中古の場合は適正と認められる価格で取
　　　　　　得されたもの。　　　　　

（１）農業用機械等購入事業補助金

農作物の鳥獣被害を防止するための電気柵・金網・捕
獲用 ICT 機器などの設置費の一部を補助します。
▶対　象　町内農地の耕作者・法人又は猟友会
▶補助率　２分の１以内（上限10万円）

（３）電気柵等設置事業補助金
㈱それいゆアグリか㈱アグリ津奈木に作業委託したとき
の利用料の一部を補助します。１人年間120 時間まで。
▶対　象　㈱それいゆアグリか㈱アグリ津奈木に農作
　　　　　業を委託する農業者
▶補助率　定額（535円／時、4,280 円／日）

（2）農作業支援事業補助金

　■  基盤整備

国庫事業の対象とならない軽微な工事（修繕を除く）を
対象に営農活動の効率化などを図る事業を補助します。
▶対　象 ・かんがい排水施設の新設・改良
・農業用道路の新設・改良　・農道舗装　・区画整理
・圃場整備後処理事業（補助事業完了後3ヶ年以内）
・その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

▶補助率　70％以内
▶条件　・受益面積が概ね１ha 以上
　　　　・受益者が 2人以上
　　　　・事業費総額 200万円以下

（1）土地改良事業補助金

　■  就農支援

後継者・新規就農者向けに奨励金の給付や農業機械や
施設取得費用の一部を補助します。
▶対　象　新規就農者、就農後継者

（１）農業後継者・新規就農者育成支援事業補助金
▶補助率
【就農奨励金】後継者15万円・新規就農者10万円
【農業機械・施設取得費用】２分の１以内（上限80万円）


